
 

 

 

 

 

学校法人松山大学では、ハラスメントに関する相談を、学外の専門家（臨床心理士）へ行うこと

ができます。ハラスメントに関する不安や悩みがあるけれど、学内では相談しにくいと感じたと

きは、一人で抱え込まず、まずは学外の相談窓口へ相談しましょう。 

 

 

【ハラスメント学外相談窓口】 

  臨床心理士・星野 由貴子 先生 （ほしのこそうだんしつ） 
    ・学生、教職員とも相談できます。 

・無料で相談できます。 

・まずはメールにて、相談の申込を行ってください。 

・相談申込の際は松山大学ハラスメント相談窓口への相談であることを 

明記するとともに、希望する相談日時、氏名、連絡先をご記入ください。 

   ・メールでの相談、オンライン(Zoom)を利用しての相談、 

相談室での対面相談が可能です。 
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～学内では相談しにくいという方へ～ 

 

 


